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様式第３号(第１２条関係) 

会 議 録 

 

会 議 の 名 称  平成２３年度第４回吉川市介護福祉推進協議会 

開 催 日 時 平成２３年１２月２１日（水） 
午後３時００分から 

午後４時５０分まで 

開 催 場 所  吉川市役所第２庁舎 ２０４会議室 

出席委員(者)氏名 
中村 信委員、矢野 義光委員、戸張 英男委員、 

大脇 利彦委員、中田 眞矢子委員、白井 美佐子委員 

欠席委員(者)氏名  峯尾 武巳委員 

担当課職員職氏名 

 いきいき推進課 課長    伊東  孝 

いきいき推進課 課長補佐兼 

介護給付係長 本間 廣勝 

いきいき推進課高齢福祉係長 曽我 幸央 

いきいき推進課介護認定係長 飯田 智子 

いきいき推進課介護給付係  豊田 敏昭 

会議次第と会議の 

公開又は非公開の別 

（１）第５期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の検討につ

いて 

非公開の理由(会議を 

非公開にした場合) 
 

傍 聴 者 の 数 ３名 

会 議 資 料 の 名 称 
１．平成23年度第４回吉川市介護福祉推進協議会 次第 

２．第５期吉川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案） 

会議録の作成方法 

 □録音機器を使用した全文記録 

 ■録音機器を使用した要点記録 

 □要点記録 

会議録確認指定者 戸張 英男委員、中田 眞矢子委員 

その他の必要事項  なし 
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審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 

 

開 会 

 

課長あいさつ 

 

会長あいさつ 

 

事務局資料確

認 

 

 

議事 

中村会長 

 

（１）第５期

高齢者福祉計

画・介護保険

事業計画の検

討について 

 

 

中村会長 

 

矢野委員 

 

事務局 

 

矢野委員 

 

事務局 

 

 

矢野委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

中村会長 

 

矢野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事の前に戸張委員、中田委員を議事録署名委員に指名する。 

 

（事務局説明） 

・計画書案の検討にあたり、資料１「第５期吉川市高齢者福祉計

画・介護保険事業計画」（案）の「第１章計画策定の趣旨」、「第

２章計画の基本理念と基本的方向」「第３章高齢者人口等の推計」

「第４章アンケート調査結果から見た高齢者の現況」について説

明がなされた。 

 

ただいまの説明について、質問・ご意見があればお願いする。 

 

３ページに老人保健法とあるが、老人福祉法ではないのか。 

 

誤りであるので、訂正させていただく。 

 

住まい法は関係しないのか。 

 

３ページは計画策定の法的根拠について記載しているので、ここに

は記載しないが、施策の内容については関係しているものである。 

 

ひとり暮らしの方については、要介護認定とは別に養護老人施設へ

の措置の記載は必要ではないのか。 

 

市町村の義務であるので、該当する場合は生活保護や施設への入所

等しかるべき対応を行うことになっている。記載について検討す

る。 

 

（事務局説明） 

・「第５章目標に向けた取組み」について説明がなされた。 

 

ただいまの説明について、質問・ご意見があればお願いする。 

 

・施設サービスの項に「過剰な整備」とあるが、ここに記載されて

いると、施設整備が悪いことであるような印象を与えかねない。

「過剰な整備」とは何を指すのか。 

・医療との連携とあるが、急性期であっても２週間すると退院しな

ければならない。がん治療も投薬が終わるなどすると退院しなけ
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事務局 

 

 

 

 

矢野委員 

 

 

事務局 

 

 

 

矢野委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村会長 

 

大脇委員 

 

 

 

事務局 

 

 

（2）その他 

事務局 

 

 

 

 

閉会 

ればならない現実がある。ひとり暮らし等の場合、自宅で生活で

きない人を看る施設はどうしても必要となる。 

 

「過剰な整備」について、真に施設に入る必要がある方に対する整

備数を適正とすると、現時点ではすぐに入所の必要はないが念の為

に入所申込みをしている方などを含めた待機者数全てに対応する数

は過剰な整備という意味である。 

 

「国の方針に則り」または「利用者の状況を勘案して」程度でよい

のではないか。 

 

本日の協議結果により文言を整理してパブリックコメントを実施す

ることになるが、その後の修正も可能であるので、修正案について

またご協議いただきたい。 

 

32ページに記載の「吉川松伏医療と介護連携の会」はどういった性

格の会なのか。市が立ち上げとあるが、市長の諮問機関なのか。 

 

諮問機関ではなく、今後、在宅で医療の必要な方が増えることを踏

まえて、対応ができるよう立ち上がった会である。行政や介護・福

祉関係者が医療関係機関とより連携を図り、訪問診療の実施や訪問

看護の充実を念頭においた会である。市が事務局となっているので

こういった表現になっている。 

 

（事務局説明） 

・「第６章重点施策」について説明がなされた。 

 

ただいまの説明含め計画書案について、質問があればお願いする。 

 

30ページに「市内の介護施設や事業者の人員確保を支援していくた

め、介護保険施設や事業所の求人情報の紹介など、情報提供に努め

ます。」とあるが、具体的に何かされているのか。 

 

各事業所に通知し、申し出のあった事業所の求人情報を市ホーム

ページ上に載せている。 

 

 

本日協議いただいた内容を踏まえた修正や文言の修正を行い、12月

27日から１月26日までの期間でパブリックコメントを実施する。そ

の結果を受けて、その後、２月の中旬に次回会議を開催予定であ

る。日程の詳細については、追ってご連絡する。 

 

 

 以上、会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

   平成２４年２月２２日 

 

 

署名委員 戸張 英男      署名委員 中田 眞矢子 

 


